
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年２月13日

【四半期会計期間】 第73期第３四半期

(自 平成26年10月１日 至 平成26年12月31日)

【会社名】 株式会社アイレックス

【英訳名】 AIREX INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　畑　　　徹

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町四丁目８番14号

【電話番号】 （03）3245-2011（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　加藤　哲也

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町四丁目８番14号

【電話番号】 （03）3245-2011（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　加藤　哲也

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

  

  
 

 

EDINET提出書類

株式会社アイレックス(E01972)

四半期報告書

 1/19



第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第72期

第３四半期
連結累計期間

第73期
第３四半期
連結累計期間

第72期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 2,829,922 2,671,926 3,732,074

経常利益 (千円) 116,410 63,219 178,107

四半期(当期)純利益 (千円) 78,093 45,426 41,771

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 98,800 79,613 57,896

純資産額 (千円) 580,461 619,092 539,514

総資産額 (千円) 1,553,217 1,578,315 1,600,599

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 2.66 1.54 1.42

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 1.54 0.90 0.82

自己資本比率 (％) 37.37 39.22 33.71
 

　

回次
第72期

第３四半期
連結会計期間

第73期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 2.39 1.69
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間における国内の経済動向は、個人消費では消費者マインドに弱さがみられるなかで、

企業収益が横ばいなこともあり底堅い動きとなっています。しかし、雇用情勢は改善傾向に推移してきました。情

報サービス業界におきましては、受注ソフトウェア及びシステム等管理運営受託の分野では概ね横ばいで推移して

います。

このような状況下、当社グループは、通信関連のソフト開発、医療系及び自動車系のファームウェア開発、さら

に業務システム開発に注力してまいりました。通信関連のソフト開発の開発需要は上期から継続して伸び悩んでお

りますが、ファームウェア開発及び業務システム開発の領域での売り上げは堅調に推移してまいりました。以上の

結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における業績は以下の通りとなりました。

 

①売上高及び営業利益

上記の通り、売上高は前年同四半期と比べ157,995千円（△5.6％）減少し2,671,926千円となりました。営

業利益は前年同四半期と比べ53,584千円（△48.6％）減少し56,783千円となりました。

 
②経常利益

営業外損益は、受取配当金、受取賃貸料等の営業外収益が9,468千円ありましたが、支払利息等の営業外費

用が3,032千円あり、その結果、当第３四半期連結累計期間の経常利益は前年同四半期と比べ53,190千円（△

45.7％）減少し63,219千円となりました。

 
③四半期純利益

特別損益は、投資有価証券売却益の特別利益が27,722千円ありましたが、特別損失で課徴金15,000千円、

事業所閉鎖損失7,565千円があり、また、法人税等を22,950千円計上したことにより、当第３四半期連結累計

期間の四半期純利益は前年同四半期と比べ32,666千円（△41.8％）減少し45,426千円となりました。

 

なお、当社グループは、システム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とするシステム事業という単一セグ

メントであるため、セグメント別の状況は記載しておりません。
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(2) 財政状態の分析

 
（資産）

流動資産は、現金及び預金が増加しましたが、売掛金等の減少により前連結会計年度末より29,342千円減

少し1,200,391千円となりました。

　固定資産は、投資有価証券の時価上昇による増加等により、前連結会計年度末より7,058千円増加し

377,924千円となりました。

　その結果、資産合計は前連結会計年度末より22,284千円減少し1,578,315千円となりました。

 
（負債）

流動負債は、買掛金や賞与引当金等の減少により前連結会計年度末より118,524千円減少し575,016千円と

なりました。

　固定負債は、退職給付に係る負債の増加等により16,662千円増加し384,206千円となりました。

　その結果、負債合計は前連結会計年度末より101,862千円減少し959,223千円となりました。

 

（純資産）

純資産は、投資有価証券の時価上昇によりその他有価証券評価差額金が34,186千円増加し、さらに四半期

純利益45,426千円を計上し、前連結会計年度末より79,578千円増加し619,092千円となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は4百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 165,669,000

Ａ種優先株式 16,000,000

計 181,669,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,417,400 29,417,400
㈱東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード)
(注)２、３

Ａ種優先株式
（注）４

16,000,000 16,000,000 ― (注)５、６、７

計 45,417,400 45,417,400 ― ―
 

（注）１．提出日現在発行数には、平成27年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。

　　　２．完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

３．単元株式数は1,000株であります。

４．当該Ａ種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等であります。

５．当該Ａ種優先株式の特質

(1) 割当株式数が変更される旨

当該Ａ種優先株式は、当社普通株式の株価の下落により取得価額が修正され、取得請求権の行使により取

得と引換えに発行する普通株式の数が増加いたします。

(2) 割当株式数又は取得価額修正の基準及び修正の頻度

当該Ａ種優先株式の取得請求期間は平成23年３月１日以降とし、取得価額は平成24年３月１日以降、毎年

３月１日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値

(終値のない日数を除く。)に修正されるものであります。

(3) 取得価額修正の下限及び取得発行により発行すべき普通株式数の上限

取得価額修正の下限は25円であり、取得発行により発行すべき普通株式数の上限は64,000,000株でありま

す。

(4) 当社の決定による当該Ａ種優先株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

当社は、平成21年３月１日以降、いつでも当該Ａ種優先株式の全部または一部を次に定める金銭と引換え

に取得することができます。

　　取得と引換えに株主に交付する財産の内容

株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、当該Ａ種優先株式１株につき交付する金銭の額

は発行価額に1.05を乗じた価額といたします。

６. Ａ種優先株式の内容は以下のとおりであります。

 (1) 種類株式の名称 　　株式会社アイレックスＡ種優先株式

 (2) 発行株式数 　　　 16,000,000株

 (3) 発行価額 １株につき　金100円

 (4) 発行価額の総額 　　1,600,000,000円

 (5) 発行価額中の資本組入額 １株につき　 金50円

 (6) 資本組入額の総額 　　800,000,000円

 (7) 申込期日 　　平成18年２月27日

 (8) 払込期日 　　平成18年２月28日

 (9) 配当起算日 　　平成17年４月１日
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(10) 発行方法 　　第三者割当の方法により、引受人に割り当てる。

(11) 継続保有に関する事項 　　該当なし
 

(12) 剰余金の配当

(イ)Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者(以

下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)

または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１

株につき２円を上限として優先的に配当金（以下「優先配当金」という。）を支払う。

(ロ)中間配当は行わない。

(ハ)ある事業年度における優先配当金の不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

(ニ)Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。

(13) 残余財産の分配

　当社は残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主または

普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき100円を支払う。

　Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(14) 取得条項

当社は、平成21年３月１日以降、いつでもＡ種優先株式の全部または一部を次に定める金銭と引換えに取

得することができる。

　　取得と引換えに株主に交付する財産の内容

株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、当該Ａ種優先株式１株につき交付する金銭の額

は発行価額に1.05を乗じた価額とする。

(15) 金銭を対価とする取得請求

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者は、直近事業年度の貸借対照表確定時の法令で定める「分配

可能額」から、２億円を控除した額を上限として、Ａ種優先株式の全部または一部を取得することを請求す

ることができる。

①　取得と引換えに株主に交付する財産の内容

　取得の請求があったＡ種優先株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、Ａ種優先株式１株

につき金100円を交付する。ただし、分配可能額は直近事業年度の貸借対照表確定時に剰余金の分配をした

場合は、当該分配額を分配可能額から控除した金額とする。　

②　取得請求が可能な期間

　　平成21年３月１日以降とする。

(16) 議決権

　Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者は、法令に別段の定めある場合を除き、Ａ種優先株式につい

て株主総会で議決権を有しない。

(17) 株式の併合又は分割

　当社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について、株式の併合又は分割は行わない。

(18) 新株引受権株式等の付与

　当社は、株主に新株の引受権、新株予約権の引受権又は新株予約権付社債の引受権を与えるときは、各々

の場合に応じて、普通株主には普通株式の、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の、新株の引受権、新株予約権

の引受権または新株予約権付社債の引受権を同時に同一割合で与える。

(19) 普通株式を対価とする取得請求

　Ａ種優先株主は、その判断により、上記(15)①に代えて下記に定める条件に従い、下記①に定める期間内

に取得を請求することにより、１株につき、下記③から⑤に定める取得価額により、当社普通株式の交付と

引換えにＡ種優先株式を取得するよう請求することができる。

①　取得請求が可能な期間

　　平成23年３月１日以降とする。

②　Ａ種優先株式と引換えに発行すべき普通株式数

　　Ａ種優先株式の取得により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。
 

取得発行により発行

すべき普通株式数
＝

Ａ種優先株主が取得請求のために

提出したＡ種優先株式の発行価額総額
÷取得価額

 

 

　　発行株式数の算出に当たり１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

③　当初取得価額

　　当初取得価額は50円とする。
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④　取得価額の修正
取得価額は、平成24年３月１日以降、毎年３月１日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)に、

各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普
通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に修正される(修正後取得価額
は円位未満小数点第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期間の初日
から取得価額修正日の前日までの日に、下記⑤で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均
値は、下記⑤に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後取
得価額が当初取得価額の50％(以下「下限取得価額」という。ただし、下限取得価額は、下記⑤により取得
価額が調整された場合は調整後取得価額を調整前取得価額で除した比率(以下「調整比率」という。)に応
じて調整される。下限取得価額は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)を
下回る場合には下限取得価額をもって、また修正後取得価額が当初取得価額の150％(以下「上限取得価
額」という。ただし、上限取得価額は、下記⑤により取得価額が調整された場合は調整比率に応じて調整
される。上限取得価額は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)を上回る場
合には上限取得価額をもって修正後取得価額とする。

⑤　取得価額の調整
ⅰ　当社は、Ａ種優先株式発行後、本号ⅱに掲げる各事由により、当社の普通株式数に変更を生じる場合

または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)をもっ
て取得価額を調整する。

 

    既発行

普通株式
＋

新発行・処分普通株式数×１株当たりの発行・処分価額

調整後

取得価額
＝

調整前

取得価額
×

時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数
 

 

ⅱ　取得価額調整式によりＡ種優先株式の取得価額の調整を行う場合及びその調整後の取得価額の適用時
期については、次に定めるところによる。

(イ)本号ⅳ(ロ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行または当社
の有する当社の普通株式を処分する場合。
　調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の
翌日以降、これを適用する。

(ロ)株式分割により普通株式を発行する場合。
　調整後の取得価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。
　ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普
通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総
会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の取得価額は、当該配
当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
　なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の
資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに取得請求をなした者に対しては、次の算出方法に
より、当社の普通株式を新たに発行する。

 

株式数＝

(

 

調整前

取得価額
－

調整後

取得価額 )
×

調整前取得価額をもって取得により

当該期間内に発行された株式数

調整後取得価額
 

 

　この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ハ)本号ⅳ(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に取得請求される証券もしくは取得
できる証券又は新株予約権の行使によって発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回る
こととなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合。
　調整後の取得価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の取
得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして取得価額調整式を準用して算出す
るものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)の翌日以降これを適用する。
ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

ⅲ　取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が１円未満にとどま
る限りは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、この差額相当額は、その後取得価額の調整を
必要とする事由が発生した場合に算出される調整後の取得価額にそのつど算入する。

ⅳ(イ)取得価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す
る。

(ロ)取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額を適用する日(ただし、本号ⅱ(ロ)ただし書の
場合は株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式
の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数は除く。)とする。この場合、
平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(ハ)取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日
がない場合は、調整後の取得価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数か
ら、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。

ⅴ　当社は、本号ⅱの取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が適当
と判断する取得価額の調整を行うものとする。

(イ)株式の併合、資本の減少、吸収分割、新設分割または合併のために取得価額の調整を必要とすると

き。
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(ロ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要

とするとき。

(ハ)取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算

出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥　取得請求受付場所

　　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

⑦　取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求書及びＡ種優先株式の株券が、上記⑥に記載する取得請求受付場所に到達

したときに発生する。ただし、Ａ種優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出は要しない。

(20) 取得請求後第１回目の普通株式への配当

　Ａ種優先株式と引換えに発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、取得の請求が４月１日から９

月30日までになされたときには４月１日に、10月１日から翌年３月31日までになされたときは10月１日に、

それぞれ取得があったものとしてこれを支払う。

(21) 当社は、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

(22) 議決権を有しないこととしている理由

　資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

(23) 単元株式数は1,000株であります。

７. Ａ種優先株式に係る欄外記載事項

(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

　　該当事項はありません。

(2) Ａ種優先株式に表示された権利の行使に関する事項についての当該Ａ種優先株式の所有者と当社との間の取

決めの内容

Ａ種優先株式について、当該Ａ種優先株式に付された各種権利の行使に関する事項についての所有者との

間の取決めはありません。

(3) 当社の株券の売買に関する事項についての、当該Ａ種優先株式の所有者と当社との間の取決めの内容

当該Ａ種優先株式の所有者は、当該Ａ種優先株式の発行日である平成18年２月28日から５年間において、

当該Ａ種優先株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株

式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、当社に書面により報告する旨の確約を得ておりま

す。

また、当該Ａ種優先株式については、所有者が普通株式を取得請求するまでの期間において継続保有する

こと及び所有者が発行済株式総数の5％以上の当社株式を市場または証券会社以外に売却する場合、当社に

対して事前通知を行なうこと、並びにその場合において、当社が同条件以上の買取先を斡旋する場合は、所

有者は当社が指定する買取先に売却する旨の内諾を得ております。

(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての、当該Ａ種優先株式の所有者と当社の特別利害関係者との間の取

決めの内容

　　当社の知る限り、当該取決めはありません。

(5) その他投資者の保護を図るため必要な事項

当該Ａ種優先株式の所有者との間で、当該Ａ種優先株式の内容を実質的に変更するような条件等の合意は

特にありません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年12月31日 ─ 45,417,400 ― 80,000 ― 20,000
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
Ａ種優先株式

16,000,000
―

「１株式等の状況」の「(1)株式の総
数等」の「②発行済株式」の注記参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

8,000
―

株主としての権利内容に制限のない、
標準となる株式
単元株式数　1,000株

完全議決権株式(その他)
普通株式

29,401,000
29,401 同上

単元未満株式
普通株式

8,400
―

株主としての権利内容に制限のない、
標準となる株式

発行済株式総数 45,417,400 ― ―

総株主の議決権 ― 29,401 ―
 

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数１個)含

まれております。また、「議決権の数(個)」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が

含まれております。

２. 「単元未満株式」欄の普通株式には自己保有株679株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社アイレックス

東京都中央区日本橋本町
四丁目８番14号

8,000 ― 8,000 0.02

計 ― 8,000 ― 8,000 0.02
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 新任役員

該当事項はありません。

 

(2) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 東日本事業部長 志村　浩 平成26年12月31日
 

 

(3) 役職の異動

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 528,231 550,847

  受取手形及び売掛金 567,444 534,601

  仕掛品 60,747 23,290

  原材料及び貯蔵品 887 -

  その他 72,492 91,651

  貸倒引当金 △69 -

  流動資産合計 1,229,733 1,200,391

 固定資産   

  有形固定資産 74,248 70,222

  無形固定資産 1,665 904

  投資その他の資産   

   投資有価証券 240,037 263,782

   その他 57,568 45,669

   貸倒引当金 △2,654 △2,654

   投資その他の資産合計 294,951 306,797

  固定資産合計 370,866 377,924

 資産合計 1,600,599 1,578,315

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 220,735 144,202

  短期借入金 200,000 200,000

  未払法人税等 24,793 8,552

  賞与引当金 84,520 44,953

  その他 163,492 177,308

  流動負債合計 693,541 575,016

 固定負債   

  関係会社長期借入金 190,000 190,000

  役員退職慰労引当金 3,190 3,654

  退職給付に係る負債 154,206 174,194

  その他 20,146 16,357

  固定負債合計 367,544 384,206

 負債合計 1,061,085 959,223

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 80,000 80,000

  資本剰余金 35,710 35,710

  利益剰余金 358,927 404,354

  自己株式 △845 △881

  株主資本合計 473,791 519,182

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 65,722 99,909

  その他の包括利益累計額合計 65,722 99,909

 純資産合計 539,514 619,092

負債純資産合計 1,600,599 1,578,315
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 2,829,922 2,671,926

売上原価 2,381,433 2,232,372

売上総利益 448,489 439,554

販売費及び一般管理費 338,121 382,770

営業利益 110,367 56,783

営業外収益   

 受取利息 38 53

 受取配当金 4,499 4,709

 受取賃貸料 4,211 3,666

 その他 5 1,038

 営業外収益合計 8,755 9,468

営業外費用   

 支払利息 2,602 3,019

 その他 110 13

 営業外費用合計 2,712 3,032

経常利益 116,410 63,219

特別利益   

 投資有価証券売却益 4,948 27,722

 役員退職慰労引当金戻入額 7,970 -

 特別利益合計 12,919 27,722

特別損失   

 投資有価証券売却損 20 -

 過年度決算訂正関連費用 28,065 -

 課徴金 - 15,000

 事業所閉鎖損失 - 7,565

 特別損失合計 28,085 22,565

税金等調整前四半期純利益 101,243 68,377

法人税等 23,149 22,950

少数株主損益調整前四半期純利益 78,093 45,426

四半期純利益 78,093 45,426
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 78,093 45,426

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 20,707 34,186

 その他の包括利益合計 20,707 34,186

四半期包括利益 98,800 79,613

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 98,800 79,613

 少数株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る減価償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日)

減価償却費 2,421千円 4,124千円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

 

当社グループは、システム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とするシステム事業という単一セグメント

であります。会社別の利益分析等は行っておりますが、事業戦略の意思決定、経営資源の配分等は当社グループ

全体で行っているため、セグメント情報の開示は省略しております。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

 

当社グループは、システム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とするシステム事業という単一セグメント

であります。会社別の利益分析等は行っておりますが、事業戦略の意思決定、経営資源の配分等は当社グループ

全体で行っているため、セグメント情報の開示は省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 　2 円 66 銭 　1 円 54 銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 78,093 45,426

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 78,093 45,426

    普通株式の期中平均株式数(株) 29,409,535 29,409,012

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1 円 54 銭 0 円 90 銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益調整額(千円) ― ―

    普通株式増加数(株) 21,333,333 21,333,333

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

 

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年２月13日

株式会社アイレックス

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   廣   田   剛　　樹   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   野　　田   裕　　一   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイ

レックスの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日か

ら平成26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイレックス及び連結子会社の平成26年12月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

 

その他の事項

　会社の平成26年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間に

係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び

監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成26年３月14日付けで無限定の結論を表明

しており、また、当該連結財務諸表に対して平成26年６月25日付けで無限定適正意見を表明している。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上
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(注)　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

 報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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